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職
業
安
定
法
及
び
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

職
業
安
定
法
の
一
部
改
正

一

職
業
紹
介
事
業

許
可
の
手
続
の
簡
素
化

（一）

職
業
紹
介
事
業
の
許
可
に
つ
い
て
、
事
業
所
単
位
か
ら
事
業
主
単
位
に
改
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
条
第

一
項
及
び
第
三
十
三
条
第
一
項
関
係
）

保
証
金
の
廃
止

（二）

有
料
職
業
紹
介
事
業
者
に
係
る
保
証
金
を
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
現
行
第
三
十
二
条
の
二
関
係
）

取
扱
職
種
の
範
囲
等
の
届
出
等

（三）

職
業
紹
介
事
業
者
は
、
取
り
扱
う
職
種
の
範
囲
そ
の
他
業
務
の
範
囲
を
定
め
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出

れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
当
該
範
囲
が
特
定
の
者
に
対
し
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を

す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
二
条
の
十
二
関
係
）
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職
業
紹
介
責
任
者
の
任
務

（四）

職
業
紹
介
責
任
者
は
、
職
業
紹
介
に
関
す
る
業
務
を
統
括
管
理
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
二
条
の
十
四
関

係
）学

校
等
の
行
う
無
料
職
業
紹
介
事
業
の
対
象
者
の
拡
大

（五）

学
校
等
の
行
う
無
料
職
業
紹
介
事
業
の
対
象
者
に
、
学
生
生
徒
等
に
準
ず
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も

の
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
関
係
）

特
別
の
法
人
の
行
う
無
料
職
業
紹
介
事
業

（六）

特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
て
、

そ
の
構
成
員
を
対
象
と
す
る
無
料
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
三
条
の
三
第

一
項
関
係
）

地
方
公
共
団
体
の
行
う
無
料
職
業
紹
介
事
業

（七）

地
方
公
共
団
体
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
に
お
け
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
の
支
援
に
関
す
る
施
策
、

企
業
の
立
地
の
促
進
を
図
る
た
め
の
施
策
そ
の
他
当
該
区
域
内
の
住
民
の
福
祉
の
増
進
、
産
業
経
済
の
発
展
等
に
資
す
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る
施
策
に
関
す
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
と
し
て
無
料
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
厚
生

労
働
大
臣
に
届
け
出
て
、
当
該
無
料
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
三
条
の
四

第
一
項
関
係
）

兼
業
の
禁
止
の
廃
止

（八）

料
理
店
業
等
と
職
業
紹
介
事
業
と
の
兼
業
を
禁
止
す
る
規
定
を
削
除
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
現
行
第
三
十
三
条

の
四
関
係
）

二

労
働
者
の
募
集

委
託
募
集
の
許
可
制
の
見
直
し

（一）

募
集
従
事
者
に
報
酬
を
与
え
る
こ
と
な
く
行
う
委
託
募
集
に
つ
い
て
、
届
出
制
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三

十
六
条
第
三
項
関
係
）

募
集
地
域
の
原
則
の
廃
止

（二）

通
常
通
勤
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
域
等
か
ら
労
働
者
を
募
集
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
規

定
を
削
除
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
現
行
第
三
十
八
条
関
係
）



- 4 -

三

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

紹
介
予
定
派
遣

定
義

（一）

紹
介
予
定
派
遣
は
、
労
働
者
派
遣
の
う
ち
、
派
遣
元
事
業
主
が
労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提
供
の
開
始
前
又
は
開
始
後

に
、
派
遣
労
働
者
及
び
派
遣
先
に
つ
い
て
、
許
可
を
受
け
又
は
届
出
を
し
て
職
業
紹
介
を
行
い
、
又
は
行
う
こ
と
を
予

定
し
て
す
る
も
の
を
い
い
、
当
該
職
業
紹
介
に
よ
り
、
派
遣
労
働
者
が
派
遣
先
に
雇
用
さ
れ
る
旨
が
、
労
働
者
派
遣
の

役
務
の
提
供
の
終
了
前
に
派
遣
労
働
者
と
派
遣
先
と
の
間
で
約
さ
れ
る
も
の
を
含
む
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
関

係
）労

働
者
派
遣
契
約
の
内
容
等

（二）
イ

労
働
者
派
遣
契
約
の
締
結
に
際
し
、
紹
介
予
定
派
遣
に
関
す
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ

と
。
（
第
二
十
六
条
第
一
項
関
係
）
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ロ

紹
介
予
定
派
遣
に
つ
い
て
は
、
派
遣
労
働
者
を
特
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
行
為
を
し
な
い
よ
う
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
規
定
を
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
六
条
第
七
項
関
係
）

労
働
者
に
対
す
る
明
示

（三）

派
遣
元
事
業
主
は
、
労
働
者
を
紹
介
予
定
派
遣
に
係
る
派
遣
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
よ
う
と
す
る
等
の
場
合
に
は
、

労
働
者
に
そ
の
旨
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
二
条
関
係
）

派
遣
元
管
理
台
帳
及
び
派
遣
先
管
理
台
帳
の
記
載
事
項

（四）

紹
介
予
定
派
遣
に
係
る
派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
派
遣
元
管
理
台
帳
及
び
派
遣
先
管
理
台
帳
に
、
紹
介
予
定
派
遣

に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
四
十
二
条
第
一
項

関
係
）

二

許
可
等
の
手
続
の
簡
素
化

一
般
労
働
者
派
遣
事
業
の
許
可
及
び
特
定
労
働
者
派
遣
事
業
の
届
出
に
つ
い
て
、
事
業
所
単
位
か
ら
事
業
主
単
位
に
改

め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
条
第
一
項
及
び
第
十
六
条
第
一
項
関
係
）

三

派
遣
期
間
等
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派
遣
期
間
の
制
限
に
抵
触
す
る
こ
と
と
な
る
最
初
の
日
の
明
示
等

（一）
イ

派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
派
遣
先
が
労
働
者
派
遣
の
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
期

間
（
以
下
「
派
遣
期
間
」
と
い
う
。
）
の
制
限
に
抵
触
す
る
こ
と
と
な
る
最
初
の
日
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
四
条
関
係
）

ロ

派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
先
が
派
遣
期
間
の
制
限
に
抵
触
す
る
こ
と
と
な
る
最
初
の
日
の
一
月
前
の
日
か
ら
当
該

抵
触
す
る
こ
と
と
な
る
最
初
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
当
該
抵
触
す
る
こ
と
と
な
る
最
初
の
日
以
降
継
続
し
て
労

働
者
派
遣
を
行
わ
な
い
旨
を
派
遣
先
及
び
派
遣
労
働
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三

十
五
条
の
二
第
二
項
関
係
）

派
遣
期
間
に
制
限
が
な
い
業
務
の
追
加

（二）

派
遣
期
間
に
制
限
が
な
い
業
務
に
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
条
の
二
第
一
項

関
係
）

イ

一
箇
月
間
に
行
わ
れ
る
日
数
が
、
派
遣
先
の
通
常
の
労
働
者
の
所
定
労
働
日
数
に
比
し
相
当
程
度
少
な
く
、
か
つ
、

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
日
数
以
下
で
あ
る
業
務
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ロ

派
遣
先
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
が
育
児
・
介
護
休
業
法
に
規
定
す
る
介
護
休
業
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
休
業
と
し
て

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
休
業
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
労
働
者
の
業
務

派
遣
可
能
期
間

（三）
イ

派
遣
先
は
、
当
該
派
遣
先
の
事
業
所
そ
の
他
派
遣
就
業
の
場
所
ご
と
の
同
一
の
業
務
（
派
遣
期
間
に
制
限
が
な
い

業
務
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
派
遣
元
事
業
主
か
ら
一
年
を
超
え
三
年
以
内
の
期
間
継
続
し
て
労
働
者
派
遣
の
役
務

の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
期
間
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
関
係
）

ロ

派
遣
先
は
、
イ
の
期
間
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
派
遣
先
の
事
業
所
に
、

労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
労
働
組
合
に
対
し
、
労
働
者
の
過
半
数
で

組
織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
に
対
し
、
当
該
期
間
を
通
知
し
、

そ
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
条
の
二
第
四
項
関
係
）

四

派
遣
元
責
任
者
及
び
派
遣
先
責
任
者

派
遣
元
責
任
者
の
職
務
の
追
加

（一）
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派
遣
元
責
任
者
の
職
務
に
、
派
遣
労
働
者
の
安
全
及
び
衛
生
に
関
し
、
派
遣
元
事
業
主
の
事
業
所
の
労
働
者
の
安
全

及
び
衛
生
に
関
す
る
業
務
を
統
括
管
理
す
る
者
及
び
派
遣
先
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
こ
と
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。
（
第
三
十
六
条
関
係
）

派
遣
先
責
任
者
の
職
務
の
追
加

（二）

派
遣
先
責
任
者
の
職
務
に
、
派
遣
労
働
者
の
安
全
及
び
衛
生
に
関
し
、
派
遣
先
の
事
業
所
の
労
働
者
の
安
全
及
び
衛

生
に
関
す
る
業
務
を
統
括
管
理
す
る
者
及
び
派
遣
元
事
業
主
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
こ
と
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。
（
第
四
十
一
条
関
係
）

五

派
遣
先
に
よ
る
派
遣
労
働
者
の
雇
用

派
遣
期
間
の
制
限
を
超
え
て
派
遣
労
働
者
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合

（一）

派
遣
先
は
、
三
の

の
ロ
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
派
遣
期
間
の
制
限
に
抵
触
す
る
こ
と
と
な
る
最
初
の

（一）

日
以
降
継
続
し
て
当
該
通
知
を
受
け
た
派
遣
労
働
者
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
抵
触
す
る
こ
と
と
な
る
最

初
の
日
の
前
日
ま
で
に
、
当
該
派
遣
労
働
者
で
あ
っ
て
当
該
派
遣
先
に
雇
用
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
も
の
に
対
し
、

雇
用
契
約
の
申
込
み
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
条
の
四
関
係
）
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三
年
を
超
え
て
同
一
の
派
遣
労
働
者
を
受
け
入
れ
て
い
る
場
合

（二）

派
遣
先
は
、
当
該
派
遣
先
の
事
業
所
そ
の
他
派
遣
就
業
の
場
所
ご
と
の
同
一
の
業
務
（
派
遣
期
間
に
制
限
が
な
い
業

務
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
派
遣
元
事
業
主
か
ら
三
年
を
超
え
る
期
間
継
続
し
て
同
一
の
派
遣
労
働
者
を
受
け
入
れ
て

い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
同
一
の
業
務
に
当
該
三
年
が
経
過
し
た
日
以
後
労
働
者
を
雇
い
入
れ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

当
該
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
雇
用
契
約
の
申
込
み
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
条
の
五
関

係
）違

反
に
係
る
勧
告
及
び
公
表

（三）

厚
生
労
働
大
臣
は
、

又
は

に
違
反
し
て
い
る
者
に
対
し
、
指
導
又
は
助
言
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が

（一）

（二）

な
お

又
は

に
違
反
し
て
お
り
、
又
は
違
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
者
に
対
し
、
雇
用
契
約

（一）

（二）

の
申
込
み
を
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
十
九
条
の
二
関
係
）

六

物
の
製
造
の
業
務
へ
の
労
働
者
派
遣
事
業
の
拡
大

物
の
製
造
の
業
務
に
つ
い
て
、
労
働
者
派
遣
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
現
行
附
則
第
四
項

（一）
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関
係
）

物
の
製
造
の
業
務
に
つ
い
て
労
働
者
派
遣
事
業
を
行
う
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
そ
の
旨
を
許
可
申
請
書

（二）
及
び
届
出
書
に
記
載
す
る
等
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
四
項
関
係
）

改
正
法
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
物
の
製
造
の
業
務
に
係
る
派
遣
期
間
を
一

（三）
年
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
五
項
関
係
）

七

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

そ
の
他

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の

と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

経
過
措
置
等

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
と
と
も
に
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
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の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
関
係
）


